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広報 
平成20年 
（2008年） 3.1

市 の 人 口●127,612人（－16人） 
　　　　　　男65,210人　女62,402人 
市の世帯数●52,268世帯（＋419世帯） 
平成20年２月１日現在（　）は前年同月との増減 

●春の全国火災予防運動（2面） 
●みんなの健康（3面） 
●後期高齢者医療制度が始まります（4・5面） 
●ざまインフォメーション（6・7面） 
●資源物の出し方をお間違いなく（8面） 

【座間市のお知らせ】№803

市
で
は
、「
座
間
」
の
風
景
や
イ
ベ
ン
ト
、
生
活
・
文
化
な
ど
を
題
材
に
し

た
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
を
毎
年
開
催
し
て
い
ま
す
。
今
年
で
３
回
目
と
な
る
今

回
は
、
四
十
八
人
の
応
募
者
か
ら
三
百
四
十
七
点
の
作
品
が
集
ま
り
ま
し
た
。

写
真
展
で
は
、
私
た
ち
が
日
ご
ろ
何
げ
な
く
生
活
し
て
い
る
「
座
間
」
の

姿
を
、
撮
影
者
の
視
点
か
ら
と
ら
え
た
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
が
展
示
さ
れ
ま
す
。

ど
う
ぞ
楽
し
ん
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

担
当

生
涯
学
習
推
進
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75歳以上の方（一定の障害がある65歳以上の方を含む）は、４月から新たな
高齢者だけの医療制度「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。
この制度の詳しい説明については４・５面をご覧ください。
担当 保健医療課 �046（252）7213 �046（252）7043

4月から「後期高齢者医療制度」がスタート

題
名
「
主ぬ
し

」
撮
影
者
　
斉
藤
幸
子
さ
ん

撮
影
地：

入
谷
一
丁
目
「
龍
源
院
湧ゆ

う

水す
い

」

題
名
「
モ
ー
タ
ー
サ
イ
ク
ル
ウ
エ
ア
の
店
長
さ
ん
」

撮
影
者
　
佐
藤
康
子
さ
ん

撮
影
地：

広
野
台
一
丁
目
「
オ
ー
ト
バ
イ
店
」

皆さんも、撮影地を訪れて普段とは違った目線で座間を眺め
てみてはいかがですか。新たな発見があるかもしれません。

題
名
「
４
丁
目
の
夕
日
」

撮
影
者
　
市
川
正
則
さ
ん

撮
影
地：

入
谷
四
丁
目
「
座
間
駅
へ
続
く
坂
道
」

題
名
「
盛せ
い

夏か

」撮
影
者
　
平
野
昌
子
さ
ん

撮
影
地：

新
田
宿「
座
架
依
橋
南
側
ひ
ま
わ
り
広
場
」
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『
火
は
見
て
る
　
あ
な
た
が

離
れ
る
　
そ
の
時
を
』
を
統
一

標
語
に
、
三
月
一
日
か
ら
七
日

ま
で
「
春
の
全
国
火
災
予
防
運

動
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
さ
ら

に
、
こ
の
期
間
中
に
は
「
全
国

山
火
事
防
止
運
動
」「
車
両
火

災
予
防
運
動
」
も
併
せ
て
実
施

さ
れ
ま
す
。

市
消
防
本
部
の
ま
と
め
で

は
、
平
成
十
九
年
中
、
市
内
で

三
十
八
件
の
火
災
が
発
生
し
、

火
災
に
お
け
る
死
者
は
一
人
、

負
傷
者
は
五
人
と
な
り
ま
し

た
。
火
災
を
種
別
ご
と
に
見
る

と
、
建
物
火
災
二
十
件
、
車
両

火
災
二
件
、
そ
の
他
十
六
件
で

し
た
。
ま
た
、
三
十
八
件
の
火

災
の
主
な
原
因
は
、
放
火
（
疑

い
を
含
む
）
十
二
件
、
コ
ン
ロ

東原小３年　荒牧　沙和さん

栗原中１年　関　沙奈さん

か
ら
の
出
火
五
件
、
た
ば
こ
の

不
始
末
二
件
で
し
た
。

こ
れ
か
ら
は
、
空
気
が
乾
燥

し
、
火
災
が
発
生
し
や
す
い
季

節
と
な
り
ま
す
。
引
き
続
き
火

災
予
防
に
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
予
防
運
動
期
間
中
の

主
な
行
事
や
活
動
は
次
の
と
お

り
で
す
。

○
市
内
巡
回
広
報

○
住
宅
防
火
診
断

○
防
火
ポ
ス
タ
ー
展
（
座
間
・

海
老
名
・
綾
瀬
市
の
小
・
中

学
校
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
作
品

の
中
か
ら
、
一
次
審
査
を
通

過
し
た
優
秀
な
作
品
と
、
さ

ら
に
二
次
審
査
で
防
火
ポ
ス

タ
ー
と
し
て
採
用
（
各
市
二

点
ず
つ
）
さ
れ
た
作
品
の
展

示
）▽
と
き
＝
三
月
三
日（
月
）

〜
七
日（
金
）▽
と
こ
ろ
＝
市

役
所
一
階
市
民
ホ
ー
ル

○
街
頭
広
報
▽
と
き
＝
三
月
三

日
（
月
）
▽
と
こ
ろ
＝
座
間

駅
、
相
武
台
前
駅

○
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細

動
器
）
を
使
っ
た
救
急
法
の

実
演
▽
と
き
＝
三
月
三
日

（
月
）、
四
日
（
火
）
午
前
九

時
三
十
分
〜
十
一
時
三
十
分

▽
と
こ
ろ
＝
市
役
所
一
階
市

民
ホ
ー
ル

担
当

消
防
本
部
予
防
課
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古
く
な
っ
た
消
火
器
の
破
裂

に
よ
る
人
身
事
故
が
発
生
し
て

い
ま
す
。

一
般
家
庭
に
は
、
消
火
器
の

設
置
や
点
検
の
法
的
規
制
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
消
火
器
を
備
え

て
お
く
と
い
ざ
と
い
う
と
き
の

初
期
消
火
に
大
変
役
立
ち
ま

す
。
し
か
し
、
消
火
器
に
は
消

火
剤
を
噴
出
す
る
た
め
に
高
い

圧
力
で
ガ
ス
が
充
て
ん
さ
れ
て

い
る
た
め
、
消
火
器
本
体
に
腐

食
や
変
形
、
傷
、
ホ
ー
ス
部
分

に
詰
ま
り
な
ど
が
あ
る
と
、
破

裂
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

半
年
に
一
回
程
度
は
、
目
で
見

て
点
検
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。な

お
、
消
火
器
が
古
く
な
っ

た
り
傷
つ
い
た
り
し
て
い
る
場

合
に
は
、
点
検
・
回
収
業
者
を

紹
介
し
て
い
ま
す
の
で
、
担
当

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

担
当

消
防
本
部
予
防
課
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市
で
は
消
防
団
員
を
募
集
し

て
い
ま
す
。
消
防
団
に
は
、
市

内
在
住
の
十
八
歳
以
上
四
十
五

歳
未
満
の
健
康
な
方
な
ら
ど
な

た
で
も
入
団
で
き
ま
す
。

消
防
団
は
、
地
域
の
皆
さ
ん

の
生
命
や
財
産
を
守
る
こ
と
を

目
的
に
活
動
し
、
火
災
や
風
水

害
な
ど
の
災
害
が
発
生
し
た
と

き
に
は
、
す
ぐ
さ
ま
現
場
に
駆

け
つ
け
ま
す
。
そ
し
て
、
市
消

防
隊
が
行
う
消
火
活
動
や
救
助

活
動
に
協
力
し
ま
す
。
ま
た
、

演
習
訓
練
や
特
別
警
戒
活
動
な

ど
も
行
い
ま
す
。

消
防
団
員
は
、
消
防
活
動
を

行
う
権
限
と
責
任
を
持
っ
た
非

常
勤
特
別
職
の
地
方
公
務
員
で

す
。
報
酬
や
出
動
手
当
な
ど
が

支
給
さ
れ
る
ほ
か
、
活
動
中
に

け
が
を
し
て
し
ま
っ
た
と
き
の

た
め
の
公
務
災
害
補
償
や
、
一

定
期
間
以
上
在
籍
し
た
方
へ
の

退
職
報
償
金
な
ど
の
制
度
が
あ

り
ま
す
。

ま
た
、
消
防
団
員
は
皆
、
そ

れ
ぞ
れ
に
仕
事
を
持
っ
た
方
々

で
、
消
防
が
本
業
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。「
自
分
た
ち
の
地
域
は

自
分
た
ち
で
守
る
」
と
い
う
精

神
の
下
に
、
年
齢
や
職
業
の
異

な
る
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
方
た

ち
が
集
ま
っ
て
お
り
、
自
然
に

異
業
種
交
流
や
世
代
間
交
流
が

深
ま
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
団

員
の
家
族
を
対
象
に
催
し
な
ど

を
実
施
す
る
こ
と
で
親
睦
が
図

ら
れ
、
地
域
で
信
頼
し
合
え
る

仲
間
を
つ
く
る
場
と
し
て
も
最

適
と
い
え
ま
す
。

あ
な
た
の
街
を
守
る
消
防
団

員
と
し
て
、
あ
な
た
も
地
域
の

防
災
活
動
に
参
加
し
ま
せ
ん

か
。入
団
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、

担
当
へ
。

担
当

消
防
総
務
課
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市消防本部では、災害現場などでの功労者や消防協力者に対しての
功績をたたえ、感謝状を贈呈しています。去る２月17日（日）ハーモ
ニーホール座間（市民文化会館）で行われた贈呈式では、市長から次
の方々に感謝状が贈られました。

【消防協力者】
▽岡野良昭さん（座間１丁目）▽岡野しのぶさん（座間１丁目）▽小
松原敏矢さん（相模原市新磯野１丁目）▽山田信也さん（明王）▽今
井邦子さん（立野台２丁目）▽大矢美津恵さん（立野台１丁目）▽吉
村栄子さん（立野台３丁目）▽鈴木厚子さん（立野台３丁目）▽秋元
葉子さん（立野台２丁目）▽荒川節子さん（立野台２丁目）
担当 消防総務課　�046（256）2211 �046（256）2215

消防協力者に感謝状を贈呈

�
操
法
大
会
で
演
技
す
る
団
員
ら

【座間市採用防火ポスター】



▽とき＝３月10日（月）午後１時15分～２時15分受け
付け（時間厳守）▽ところ＝市民健康センター▽対
象＝平成19年12月生まれ（対象者には個人通知します）
と対象月に受けられなかった６カ月未満児

▽期限＝３月31日（月）▽対象＝平成13年４月２日～
平成14年４月１日生まれ
※乳幼児期のほか小学校入学前に1回追加接種が必要
です。麻しんにかかった方は風しんのみの接種、風し
んにかかった方は麻しんのみの接種となります。両方
にかかった方は、受ける必要はありません。

▽内容＝身体測定と食事・発育状態・しつけの相談▽
持ち物＝母子健康手帳▽申込方法＝直接会場へ

▽とき＝３月27日（木）午前10時～11時30分▽とこ
ろ＝市民健康センター▽内容＝離乳食の作り方・すす
め方、子どもの発達や予防接種について▽対象＝おお
むね５カ月～６カ月児とその保護者▽定員＝30人（申
順）▽持ち物＝母子健康手帳、離乳食用スプーン▽申
込方法＝電話予約

広報ざま【座間市のお知らせ】No.803 平成20年（2008年）３月１日３

保 予 保健医療課 

▽とき＝３月21日（金）午前９時～正午▽ところ＝市
民健康センター▽内容＝乳幼児期の運動発達面での心
配についての理学療法士による相談▽対象＝４カ月～
１歳６カ月児▽申込方法＝電話予約

▽とき＝３月18日（火）午後１時～２時▽ところ＝市
民健康センター▽対象＝平成19年11月生まれ

市では、指定医療機関を定め、無料で健康診査を実
施しています。対象者には個人通知をしますので、あ
らかじめ医療機関に電話連絡の上、母子健康手帳を持
参し受診してください。

◆内科▽ところ＝指定医療機関▽対
象＝平成18年６月生まれ◆歯科▽と
き＝３月12日、19日いずれも水曜日
午前９時30分～10時30分▽ところ＝
市民健康センター▽対象＝平成18年
７月生まれ

▽とき＝３月26日（水）午後１時～２時受け付け▽
ところ＝市民健康センター▽内容＝歯科健診、予防処
置と育児相談など（予防処置は希望者のみで有料）▽
対象＝平成18年２月生まれ▽持ち物＝母子健康手帳、
歯ブラシ▽申込方法＝直接会場へ（事前通知はありま
せんのでご注意ください）

▽とき＝３月11日（火）午後１時～２時▽ところ＝市
民健康センター▽対象＝平成16年９月生まれ▽持ち
物＝母子健康手帳

▽内容＝身体測定、尿検
査、血圧測定、体脂肪測
定と相談▽持ち物＝健康
手帳▽申込方法＝直接会
場へ

予ＢＣＧ接種

保8～10カ月児健康診査

保健康相談

予麻しん風しん予防接種2期

保育児相談
と　き と  こ  ろ 受付時間 

３月14日（金） 

21日（金） 

午前９時30分 
　～10時30分 

市民健康センター 
ひばりが丘コミュニティセンター 

保赤ちゃん教室

保発達相談

保４カ月児健康診査

保１歳６カ月児健康診査

保２歳児歯科健康診査

保３歳６カ月児健康診査

平成20年度「保健衛生のお知らせ」（保存用）
を、３月１日から自治会を通じて各世帯にお届け
します。この冊子には、平成20年度に実施する各
種健診、予防接種、健康相談などの日程のほか、
指定医療機関の一覧や医療助成制度を紹介してい
ます。
なお、自治会に未加入の方は、市役所１階保健

医療課や市民情報コーナー、各出張所で受け取れ
ます。どうぞご利用ください。
担当 保健医療課

�046（252）7225 �046（252）7043

と　き と  こ  ろ 受付時間 

３月10日（月） 

17日（月） 

午前９時30分 

　～10時30分 

ひばりが丘南児童館 

市民健康センター 

◆夜　間 
診療科目 電話番号 診療場所 受付時間 

小児科（外科系を除く） 
内　科 
外　科 消防テレホンサービス�０４６（２５１）０１１９でご確認ください。 

休日急患センター 
（市民健康センター１階） 

月曜～金曜日　　：午後７時～９時45分 
土曜・日曜日、祝日：午後６時～９時45分 

午後６時～10時（診療時間） 

�０４６（２５５）９９３３ 
�０４６（２５２）９０９０ 

◆深　夜 
診療科目 診療場所 診療時間 

小児科（外科系を除く） 

内科・外科 消防テレホンサービス�０４６（２５１）０１１９でご確認ください。 
小児救急情報センター�０４６（２５５）９９３３でご確認ください。 午後10時～翌朝午前７時（重病の場合は午前８時） 

午後10時～翌朝午前８時 

※聴覚障害者専用問い合わせ先 �０４６（２５１）５２６３ 
※救急診療は、急病で困ったときにご利用ください。 
※基本的に救急診療は応急処置を行いますので、後日かかりつけの病院などで必ず診察を受けてください。 

受付時間 
◆休日（日曜日・祝日）昼間 
診療科目 電話番号 診療場所 

小児科（外科系を除く） 
内　科 
歯　科 

耳鼻咽喉科 
外科・婦人科・眼科 

相模原南メディカルセンター（相模原市相模大野） 

休日急患センター 
（市民健康センター１階） 

午前９時～11時45分、午後２時～４時45分 

午前９時～11時45分、午後２時～４時30分 
午前９時～11時30分、午後１時30分～４時30分 
午前９時～正午、午後２時～５時（診療時間） 

�０４６（２５５）９９３３ 
�０４６（２５２）９０９０ 
�０４６（２５２）８２１７ 
�０４２（７５６）９０００ 

受付時間 

消防テレホンサービス�０４６（２５１）０１１９でご確認ください。 

予救急診療　　※電話をかける場合は番号をお確かめの上、お間違えのないように！

○と　き　４月５日（土）①午前９時30分～11
時30分②午後１時～３時
○ところ　スカイアリーナ座間（市民体育館）
１階ミーティングルーム
○内　容　テーピングの実技
○講　師　①キネシオテーピング協会指導員②
東芝ラグビー部ヘッドトレーナー　大石徹さ
ん
○対　象　18歳以上の初心者
○定　員　各30人（申込順）
○受講料　各2,000円（テープ代含む）
○持ち物　よく切れるはさみ、筆記用具
○服　装　短パンなど
○申込方法　４月４日（金）までに受講料を添
えて直接担当へ（現金の取り扱いは午後５時
まで。電話予約可、ただし１週間以内に手続

きを）

○と　き　４月４日～25日（毎週金曜日、全４回）
午後１時30分～３時
○ところ　スカイアリーナ座間１階ミーティング
ルーム
○内　容　下表のとおり（内容変更の場合あり）

○講　師　健康運動指導士　矢子達哉さん
○対　象　18歳以上
○定　員　30人（申込順）
○受講料　2,000円
○持ち物　筆記用具

○服　装　動きやすい服装
○申込方法　４月３日（木）までに受講料を添
えて直接担当へ（現金の取り扱いは午後５時
まで。電話予約可、ただし１週間以内に手続
きを）
※この講座は、医療行為・医療指導を行うもの
ではありません。
担当 市民体育館

�046（255）0077 �046（255）1188

 １ 生活習慣を見直そう 簡単体力測定 

 ２ 歩き方について ウオーキング 

 ３ 肩こり・腰痛予防 肩こり・腰痛予防エクササイズ 

 ４ 食事と休養のポイント ストレッチング 

回 講　　義 実　　技 

○募集人数　１人
○応募資格　健康な保育士資格所得者
○内　容　乳幼児発達支援事業での保育業務
○期　間　４月１日～平成21年３月31日
○日　時　月曜～金曜日午前８時30分～午後３時
○場　所　市民健康センター
○賃　金　市規定による
○選考方法　面談、健康診断
○応募方法　市販の履歴書（写真添付）に必要事
項を記入し、３月14日（金）までに本人が担当
に持参

担当 障害福祉課サンホープ
（サニープレイス座間内）

�046（252）7176 �046（252）7043

非常勤保育士を募集
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急
速
な
少
子
高
齢
化
の
進
展

や
医
療
技
術
の
進
歩
な
ど
に
よ

り
、
高
齢
者
医
療
費
の
伸
び
は

著
し
く
、
将
来
に
わ
た
っ
て
医

療
保
険
制
度
を
安
定
し
て
持
続

し
て
い
く
た
め
に
は
、
制
度
の

抜
本
的
な
見
直
し
が
必
要
で

す
。
そ
こ
で
、
現
役
世
代
と
高

齢
者
世
代
の
負
担
を
明
確
に

し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
負
担
能
力
に

応
じ
て
高
齢
者
の
医
療
費
を
支

え
る
仕
組
み
を
確
立
す
る
た
め

に
、
こ
れ
ま
で
の
老
人
保
健
制

度
に
代
わ
る
「
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
」
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

同
制
度
は
、
四
月
一
日
か
ら

開
始
さ
れ
、
神
奈
川
県
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
が
運
営
を

行
い
ま
す
。

同
制
度
の
被
保
険
者
（
対
象

者
）
と
な
る
の
は
、
七
十
五
歳

以
上
の
方
全
員
と
、
一
定
の
障

害
の
あ
る
六
十
五
歳
以
上
の
方

で
す
。
現
在
、
家
族
の
扶
養
に

入
っ
て
い
る
方
も
、
扶
養
か
ら

抜
け
て
同
制
度
の
被
保
険
者
に

な
り
ま
す
。

ま
た
、
現
在
、
七
十
五
歳
未

満
の
方
は
七
十
五
歳
の
誕
生
日

当
日
か
ら
、
六
十
五
歳
以
上
で

一
定
の
障
害
が
認
定
さ
れ
た
方

は
そ
の
認
定
日
か
ら
、
同
制
度

の
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
こ
れ
ま
で
は
、
国
民

健
康
保
険
や
各
種
健
康
保
健
組

合
な
ど
の
医
療
保
険
制
度
に
加

入
し
な
が
ら
老
人
保
健
制
度
の

対
象
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、

四
月
以
降
は
、
国
民
健
康
保
険

や
各
種
健
康
保
健
組
合
の
医
療

保
険
か
ら
脱
退
し
た
上
で
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険

者
に
な
り
ま
す
。
そ
の
際
に
被

保
険
者
本
人
に
手
続
き
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
そ
の
方
の
扶
養
に

な
っ
て
い
る
七
十
五
歳
未
満
の

方
は
、
国
民
民
健
康
保
険
に
加

入
す
る
か
、
ほ
か
の
家
族
の
扶

養
に
な
る
な
ど
の
手
続
き
が
必

要
に
な
り
ま
す
（
別
掲
①
参

照
）。保

険
証
（
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
）
は
被
保
険
者
で

あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
物
で

す
。
四
月
か
ら
被
保
険
者
と
な

る
方
に
は
、
三
月
中
に
郵
送
で

お
届
け
す
る
予
定
で
す
。

こ
れ
ま
で
は
、
病
気
や
け
が

で
医
療
機
関
に
か
か
る
と
き
、

保
険
証
と
老
人
医
療
受
給
者
証

の
二
枚
を
窓
口
で
提
示
す
る
こ

と
が
必
要
で
し
た
が
、
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
で
は
、
保
険
証

一
枚
だ
け
を
提
示
す
れ
ば
受
診

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

※
四
月
以
降
、
国
民
健
康
保
険

ま
た
は
健
康
保
険
組
合
な
ど
の

被
保
険
者
証
や
、
老
人
医
療
受

給
者
証
は
使
え
な
く
な
り
ま

す
。病

気
で
診
察
を
受
け
た
と
き

な
ど
に
医
療
機
関
窓
口
で
支
払

う
自
己
負
担
は
、
保
険
診
療
分

の
費
用
の
一
割
（
現
役
並
み
の

所
得
者
は
三
割
）
の
額
で
す
の

で
、
こ
れ
ま
で
の
老
人
保
健
制

国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
本
市
の
国

民
健
康
保
険
も
四
月
一
日
か
ら
変
わ
り
ま
す
。
退
職
者

医
療
制
度
の
対
象
年
齢
や
負
担
割
合
の
見
直
し
な
ど
が

実
施
さ
れ
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

担
当

国
保
年
金
課
　
�
０
４
６
（
２
５
２
）
７
０
０
３

�
０
４
６
（
２
５
２
）
７
０
４
３

度
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
や
む
を
得
な
い
事
情

で
医
療
費
の
全
額
を
負
担
し
た

場
合
の
ほ
か
、
コ
ル
セ
ッ
ト
な

ど
治
療
用
装
具
を
作
っ
た
費
用

や
医
師
の
同
意
の
上
で
は
り
・

き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
施
術

を
受
け
た
場
合
の
療
養
費
、
訪

問
看
護
療
養
費
、
移
送
費
、
高

額
療
養
費
な
ど
も
老
人
保
健
制

度
と
同
様
に
支
給
さ
れ
る
の
で
、

担
当
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

七
十
五
歳
以
上
の
す
べ
て
の

方
が
被
保
険
者
と
な
る
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
で
は
、
保
険
料

も
一
人
一
人
が
負
担
し
ま
す
。

保
険
料
は
、
毎
年
４
月
１
日

を
基
準
日
と
し
て
賦
課
さ
れ
ま

す
。
賦
課
さ
れ
る
保
険
料
額
は

そ
の
年
の
四
月
一
日
か
ら
翌
年

の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
一
年

間
の
金
額
と
な
り
ま
す
。

被
保
険
者
個
人
単
位
で
算
定

し
、
被
保
険
者
全
員
が
均
等
に

負
担
す
る
「
均
等
割
額
（
三
万

九
千
八
百
六
十
円
）」
と
、
被

保
険
者
の
前
年
の
所
得
に
応
じ

て
負
担
す
る
「
所
得
割
額
（
被

保
険
者
の
前
年
の
総
所
得
金
額

等
か
ら
基
礎
控
除
額
三
十
三
万

円
を
控
除
し
た
額
に
所
得
割
率

七
・
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ

た
額
）」
の
合
計
が
皆
さ
ん
の

保
険
料
に
な
り
ま
す
（
別
掲
②

参
照
）。
均
等
割
額
と
所
得
割

率
は
、
神
奈
川
県
内
の
市
町
村

で
一
律
で
す
。
二
年
ご
と
に
保

険
料
率
を
算
定
し
、
見
直
し
を

実
施
し
ま
す
。

所
得
の
低
い
世
帯
の
被
保
険

者
に
つ
い
て
は
、
均
等
割
額
を

七
割
・
五
割
・
二
割
の
い
ず
れ

か
の
割
合
で
減
額
し
ま
す
。
均

等
割
額
の
減
額
割
合
は
、
被
保

険
者
本
人
と
世
帯
主
や
同
一
世

帯
の
ほ
か
の
被
保
険
者
の
前
年

総
所
得
金
額
な
ど
を
合
計
し
た

額
と
減
額
割
合
を
判
定
す
る
額

を
比
較
し
、
決
定
さ
れ
ま
す

（
別
表
１
参
照
）。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
家
族
の
扶

養
に
入
っ
て
い
て
保
険
料
を
収

め
て
い
な
か
っ
た
方
な
ど
に

は
、
保
険
料
の
減
額
や
減
免
な

ど
の
措
置
が
取
ら
れ
ま
す
（
別

掲
③
参
照
）。

年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
二

カ
月
ご
と
に
支
払
わ
れ
る
年
金

か
ら
の
天
引
き
と
な
る
�特
別

徴
収
�
で
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
年
金
受
給
額
が
年
額

十
八
万
円
以
下
の
場
合
や
、
後

期
高
齢
者
医
療
と
介
護
保
険
の

保
険
料
の
合
計
額
が
年
金
受
給

額
の
二
分
の
一
を
超
え
る
場
合

は
、
納
入
通
知
書
な
ど
に
よ
る

�普
通
徴
収
�
で
保
険
料
を
納
付

し
ま
す
。

保
険
料
が
納
期
限
を
過
ぎ
て

も
納
付
さ
れ
て
い
な
い
時
は
、

督
促
を
実
施
し
ま
す
。
そ
れ
で

も
納
付
さ
れ
な
い
場
合
は
、
延

滞
金
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

特
別
な
事
情
が
な
く
滞
納
が

続
く
場
合
、
通
常
の
保
険
証
よ

り
有
効
期
限
が
短
い
「
短
期
被

保
険
者
証
」
を
お
使
い
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に

１
年
以
上
滞
納
が
続
く
場
合
は

保
険
証
を
返
還
し
、「
被
保
険

者
資
格
証
明
書
」
に
交
換
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
同
証
明
書

に
な
る
と
、
病
院
で
か
か
っ
た

費
用
が
一
時
的
に
全
額
自
己
負

担
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。こ

の
よ
う
に
な
ら
な
い

た
め
に
、
保
険
料
は
納
期

限
ま
で
に
納
付
を
お
願
い

し
ま
す
。
ど
う
し
て
も
滞

納
が
続
い
て
し
ま
う
事
情

あ
る
と
き
は
、
担
当
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

四
月
一
日
か
ら
現
行
の
退
職

者
医
療
制
度
は
廃
止
さ
れ
ま
す

が
、
経
過
措
置
に
よ
り
、
平
成

二
十
六
年
度
ま
で
対
象
者
を
六

十
五
歳
未
満
の
方
ま
で
引
き
下

げ
、
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
四
月

一
日
現
在
で
六
十
五
歳
か
ら
七

十
四
歳
ま
で
の
退
職
者
医
療
制

度
の
被
保
険
者
は
、
一
般
被
保

険
者
に
切
り
替
わ
る
た
め
、
被

保
険
者
証
の
有
効
期
限
が
平
成

二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に

な
っ
て
い
ま
す
。
該
当
者
に
は

三
月
中
旬
に
新
し
い
一
般
被
保

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
老
人
保
健
制
度
に
代
わ
り
、
四
月
か
ら
始
ま
る
高
齢
者

の
た
め
の
新
し
い
医
療
制
度
で
す
。

同
制
度
は
、
七
十
五
歳
以
上
の
方
全
員
を
対
象
と
し
、
増
え
続
け
る
高
齢
者
医
療
費

を
安
定
的
に
支
え
て
い
く
た
め
の
制
度
で
す
。
こ
こ
で
は
、
同
制
度
に
つ
い
て
の
説
明

と
保
険
料
の
計
算
方
法
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

担
当

保
健
医
療
課
　
�
０
４
６
（
２
５
２
）
７
２
１
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�
０
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県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
事
務
局
　
�
０
４
５
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０
）
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険
者
証
を
配
達
記
録
郵
便
で
送

付
し
ま
す
。

四
月
一
日
現
在
、
七
十
歳
か

ら
七
十
四
歳
ま
で
の
方
の
う

ち
、
医
療
費
自
己
負
担
割
合
が

一
割
の
方
は
二
割
に
変
更
さ
れ

ま
す
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
一

年
三
月
ま
で
の
一
年
間
、
一
割

の
ま
ま
据
え
置
か
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
（
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
対
象
と
な
る
一
定
の

障
害
認
定
を
受
け
た
方
は
除

く
）。また

、
七
十
歳
か
ら
七
十
四

歳
ま
で
の
方
が
お
持
ち
の
高
齢

受
給
者
証
は
、
有
効
期
限
が
三

月
三
十
一
日
ま
で
に
な
っ
て
い

ま
す
。
該
当
者
に
は
三
月
中
に

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
普
通

郵
便
で
送
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
医
療
費
の
自
己
負

担
割
合
が
二
割
の
対
象
は
、

�３
歳
未
満
�
で
し
た
が
四
月
一

日
か
ら
�義
務
教
育
就
学
前
�
に

拡
大
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
被
保
険
者
証
と
は
別

に
他
の
医
療
証
を
お
持
ち
の
方

は
、
医
療
証
に
記
載
さ
れ
て
い

る
負
担
割
合
と
な
り
ま
す
。

※
期
限
の
切
れ
た
被
保
険
者
証

な
ど
は
、
担
当
ま
た
は
出
張
所

に
ご
返
却
く
だ
さ
い
。

※
四
月
か
ら
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右
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に
な
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す
。

Q 後期高齢者医療制度の対象者はどんな人たちですか？
A 75歳以上の方全員が対象です。現在加入中の国保・健康保険・共済組
合などからは脱退することになります。
※現在、生活保護を受けている方はこの制度に加入することはできま
せん。

Q 私は子供の会社の健康保険の被扶養者で、保険証と老人医療証も持っ
ていますが、どうなるのですか？

A 75歳以上の方でしたら、会社の健康保険には入れませんので、後期高
齢者医療制度に加入することになりますが、加入の手続きはありませ
ん。75歳未満の方は、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入す
ることになります。この場合も加入の手続きはありません。
※国民健康保険や共済組合などの被保険者の方も同じです。

Q 決定された保険料額はどのように教えてもらえるのですか？
A 市から保険料の額の通知をお送りします。保険料の変更があった場合
も同様に、額の変更の通知をお送りします。

Q 年度の途中で75歳になった場合には、どうなるのですか？
A 75歳の誕生日の当日から後期高齢者医療の被保険者となりますので、
その月から月割りで保険料が掛かります。加入の手続きはありません。

Q 今年度の保険料の納付はいつから始まるのですか？
A 特別徴収の方は４月支給分の年金から天引きでの納付が始まります。
普通徴収の方は、７月から翌年の３月まで毎月（９回）に分けて納め
ることになります。

Q 保険料の均等割額が減額されると聞きましたが手続きは必要ですか？
A 手続きは不要です。

Q 夫の扶養に入っていたので（会社の健康保険などの被保険者の被扶養
者なので）、今まで保険料は払っていませんがどうなりますか？

A 今後は保険料が賦課されます。ただし、加入から２年間は均等割額の
５割が減額されるほか、平成20年４月から９月までは保険料の徴収は
されません。さらに平成20年10月から平成21年３月までは均等割額が
９割減額されます。

Q 保険給付などは、変わってしまうのですか？
A 療養の給付や、入院時の食事代、高額医療費なども老人保健制度と同
じです。また、申請は市役所１階保健医療課で受け付けます。

夫（76歳）は、国民健康保険から後期高齢者医療の被
保険者に変わり、後期高齢者医療保険料を納めます。妻
（73歳）は、国民健康保険の被保険者のまま、国民健康保
険税を収めます(※）。

夫（76歳）は、現在の被用者保険から後期高齢者医療
の被保険者に変わり、後期高齢者医療保険料を納めます。
妻（73歳）は、ほかの健康保険組合などに加入する場合
を除き、新たに国民健康保険に加入することになるので、
国民健康保険税を納めます(※）。妻は、被用者保険をや
めた証明書を市役所１階国保年金課窓口に持参し、国民
健康保険の加入の手続きをしてください。

※国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります。世
帯内に加入者がいる場合は、世帯主あてに通知します。
※後期高齢者医療に移行する方を含む世帯の国民健康保
険税は世帯状況により、保険税の軽減などの措置がとら
れます。詳しくは今後本紙などでお知らせする予定です。
※国民健康保険税については、国保年金課�046（252）
7003にお問い合わせください。

76歳と73歳の夫婦ですが、
これからどうなるの？

別掲①

別掲② あなたの保険料は？ 
○保険料の基本的な計算方法 
 
 
 
○保険料の計算例 
 
１　均等割額の算出 
　（1）均等割額の減額割合を決めるための、判定用の総所得額を計算します。 
　　　年金収入額 208万円－公的年金控除等 120万円－高齢者特別控除 15万円 
　　　＝判定用総所得額 73万円 
　　　※公的年金控除等の額は、別表２から算出します。 
　（2）上記の別表１の（イ）（ウ）を計算します。 
　　　（イ）33万円＋24.5万円×０人＝33万円（ウ）33万円＋35万円×１人＝ 68万円 
　（3）（1）で計算した額が（ア）（イ）（ウ）の額を下回った場合、均等割額（3万

9,860円）を減額割合に応じて減額します。 
　（4）（1）で計算した73万円は、別表１の（ア）の 33万円、（2）で計算した（イ）

33万円、（ウ）68万円のいずれの額も上回っているので減額はありません。
よって均等割額は 3万9,860円となります。 

２　所得割額の算出 
　　（年金収入額 208万円－公的年金控除等 120万円－基礎控除 33万円）×所得割
率 7.45％＝ 4万975円 

　※公的年金控除等の額は、別表２から算出します。 
　※所得割額を計算するときは、基礎控除額の33万円となります。 
３　保険料（年額）の計算 

単身世帯で80歳、公的年金収入が208万円(厚生年金の平均的な年金収入額)の方の場合 

保険料 
（年額） 

 均等割額 
（3万9,860円） 

所得割額 
（前年の総所得金額等※－基礎控除33万円）×7.45％ ＝ +

均等割額 
3万9,860円 

所得割額 
4万975円 

保険料（年額） 
8万830円 ＝ +
※10円未満切り捨て 

※総所得金額等とは、年金収入のほか、その他給与所得などの合計になります。 

○保険料の試算例（収入が公的年金のみの場合） 

公的年金収入額 
（控除される前の金額） 

年間保険料額（円） 
※10円未満切り捨て 

（均等割額＋所得割額） 

内　訳 

均等割 所得割 

減額割合 金額（円） 所得割率% 金額（円） 

79万円 

 （基礎年金の人） 
1万1,950円

 
７割減額 1万1,958円 ― 0円

 

 100万円 1万1,950円 ７割減額 1万1,958円 ― 0円 

 153万円 1万1,950円 ７割減額 1万1,958円 ― 0円 

 168万円 2万3,130円 ７割減額 1万1,958円 7.45 1万1,175円 

 203万円 6万9,130円 ２割減額 3万1,888円 7.45 3万7,250円 

 208万円 8万830円 ― 3万9,860円 7.45 4万975円 

 500万円 27万3,410円 ― 3万9,860円 7.45 23万3,557円 

 800万円 46万5,620円 ― 3万9,860円 7.45 42万5,767円 

      46万1,155円 

 850万円  ― 3万9,860円 7.45 

      46万140円 

50万円（限度額） 

※本来は50万1,015円 
限度額適用 

単
　
身
　
世
　
帯 

２
　
人
　
世
　
帯 

夫　120万円 

妻　 79万円 

夫　180万円 

妻　120万円 

夫　200万円 

妻　130万円 

夫　224万円 

妻　200万円 

夫 

妻 

夫 

妻 

夫 

妻 

夫 

妻 

世帯合計 
2万3,900円 

世帯合計 
5万9,970円 

世帯合計 
9万8,780円 

世帯合計 
16万7,620円 

７割減額 

 

５割減額 

 

２割減額 

 

― 

1万1,958円 

1万1,958円 

1万9,930円 

1万9,930円 

3万1,888円 

3万1,888円 

3万9,860円 

3万9,860円 

― 

― 

7.45 

― 

7.45 

― 

7.45 

7.45

0円 

0円 

2万115円 

 

3万5,015円 

0円 

5万2,895円 

3万5,015円 

低所得世帯の方のほか、次に該当する皆さんも保険料が減額・
徴収猶予・減免されます。

これまで家族の扶養に入っていたため保険料を納めていなかっ
た方（健康保険組合など被用者保険の被扶養者）も、後期高齢者
医療制度の被保険者になると、保険料を納めることになります。
その方は、加入から２年間は均等割額のみの負担となり、かつそ
の５割が減額されます。
なお、制度開始時の特例として平成20年４月から平成20年９月

までは、保険料の負担はありません。
また、平成20年10月から平成21年３月までは均等割額の９割が

減額されます。

震災、風水害、火災などの災害によって財産に著しい損害を受
けてしまった場合や、世帯主の方が不幸にも亡くなってしまった
場合など、やむを得ない事情により保険料の納付が一時的に納付
できないと認められる方には、保険料の徴収を猶予します。
また、そのような事情によって生活が困窮し、保険料を納める

ことができないと認められる場合や、刑事施設などに拘禁されて
給付の制限が行われている場合などには、保険料を減免します。

一部保険料を減額・減免します別掲③

別表２ 公的年金控除等の額の算出表 

※上表は受給者の年齢が65歳以上の場合になります。 

 0円～3,299,999円 1,200,000円 
 3,300,000円～4,099,999円 収入金額×25％＋375,000円 
 4,100,000円～7,699,999円 収入金額×15％＋785,000円 
 7,700,000円～ 収入金額×5％＋1,555,000円 

収　入　額 控　除　額 

対 象 者 現在、二人とも国民健康保険に加入している場合

現在、夫（76歳）は被用者保険（会社の健康
保険など）に加入していて、妻（73歳）は夫
の保険の被扶養者となっている場合

保 険 料

納 付 時 期

保 険 料 の 減 額

被扶養であった方の減額

療養費などの支給は

家族の扶養に入っていた方（被用者保険の被扶養者）

世帯主が不幸にも亡くなってしまった方など

※（ア）（イ）（ウ）の中で額が同じくなる場合は減額割合の大きい方とします。 
※同一世帯内の被保険者の減額割合は同じです。 

別表１ 均等割の減額割合の決定方法 
　被保険者本人と、世帯主や同一世帯の他の被保険者の前年総所得金額等を合計した額が（ア）
から（ウ）に示す額以下の方は、均等割額を表中の減額割合に応じて減額します。 

　被保険者本人と、世帯主や同一世帯のほかの被保険者の前年総所得金
額等を合計し、減額割合を判定する額 
（ア） 33万円 
（イ） 33万円＋24.5万円×当該世帯に属する被保険者数（被保険者である

当該世帯主を除く） 
（ウ） 33万円＋35万円×当該世帯に属する被保険者数 

減額割合 

７割 

５割 

２割 

平成20年４月に被保険者となる方（被扶養者であった方）の場合 
平成20年４月～９月 
平成20年10月～21年３月 
平成21年４月～22年３月 

保険料の負担なし 
均等割額（９割減額） 
均等割額（５割減額） 
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市内の催しや行政情報などは、『ホームページ』http://www.city.zama.kanagawa.jp/ でも案内しています。 
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市では、児童デイサービスの指導
訓練業務を社会福祉法人に委託する
ことにしました。業務内容などにつ
いては次のとおりです。受託希望法
人は応募してください。
詳しくは、担当窓口に備えてある

募集要項をご覧ください。
○履行場所　サニープレイス座間
（総合福祉センター）
○履行期間　４月１日～平成21年３
月31日

○応募資格　障害児・者の福祉サー
ビス実績がある社会福祉法人

○応募期限　３月10日（月）
○選定方法　募集要項・仕様書に基
づく企画提案のプレゼンテーショ
ンの後、選定委員会において決定

担当 障害福祉課サン・ホープ
（サニープレイス座間内）

�046（252）7176 �046（252）7043

○と　き　３月25日（火）午前９時
30分～

○ところ　市役所５階教育委員会室
※傍聴や議題について詳しくは、担
当にご確認ください。
担当 教育管理課
�046（252）8347 �046（252）4311

▼ひばりが丘南児童館＝１日・15日
午後２時30分～３時30分▼小松原１
丁目児童遊園地＝６日午前10時30分
～11時30分▼入谷小学校＝６日午後
２時50分～３時45分▼東原小学校＝
７日午後３時～３時45分▼ＮＴＴ栗
原社宅＝５日・19日午前10時30分～
11時30分▼栗原小学校＝14日午後２
時45分～３時45分▼東原共同住宅８
号棟前＝13日・27日午前10時30分～
11時30分▼相模が丘４丁目多目的広
場＝14日・28日午前10時30分～11時
30分▼相模野小学校＝５日午後２時
５分～３時45分▼中原小学校＝12日
午後２時55分～３時45分
※雨天の場合は巡回を中止します。
また、学校への巡回は時間が変更に
なる場合があります。
担当 図書館
�046（255）1211 �046（252）5704

障害者の運動不足の解消や交流を
深める機会です。
○と　き　３月19日（水）午後１時
～３時

○ところ　スカイアリーナ座間（市
民体育館）

○申込方法　直接・電話・ファクス
で担当へ

※傷害保険に加入していますが、免
責事項や保険の支払額を超える場合
は、自己負担になります。また、送
迎や身体介護はしません。
担当 障害福祉課
�046（252）7132 �046（252）7043

初心者でも参加できる障害別の競
技です。奮ってご参加ください。
【知的障害者ボウリング大会】
○と　き　４月20日（日）午前９時
～正午

○ところ　湘南とうきゅうボウル
（藤沢市遠藤滝ノ沢698－10）
○申込方法　３月26日（水）までに
直接・電話で担当へ

【①知的障害者・②身体障害者陸上
大会】
○と　き　①５月11日②18日いずれ
も日曜日午前９時～午後４時（小
雨決行）
※雨天時の開催可否は、当日午前
５時59分ごろにラジオ日本（AM
ラジオ1422kHz）で放送します。

○ところ　県立体育センター陸上競
技場（藤沢市善行７－１－２）

○申込方法　３月19日（水）までに
直接・電話（②聴覚障害者のみフ
ァクス可）で担当へ

担当 障害福祉課
�046（252）7132 �046（252）7043

○と　き　３月16日（日）午前10時
～午後０時15分（予定）
※雨天時は３月30日（日）に延期。
○コース　市役所ふれあい広場～上
栗原石造物群～台の坂～なべっつ
るしの坂～中丸

なかまる

の坂～山王
さんのう

神社～
三
さん

屋
や

の坂～高座海軍工廠
こうしょう

（地下
壕）～栗原水源～市役所ふれあい
広場（行程約５キロメートル）

○内　容　芹沢方面の史跡や石造物
などを探訪する

○対　象　小学生以上
○定　員　25人（申込順）
○参加費　無料
○持ち物　筆記用具、雨具
○申込方法　３月14日（金）までに
電話で担当へ

担当 生涯学習推進課
�046（252）8431 �046（252）4311

◆親子で楽しもう！大きなハープと
小さなハープコンサート

○と　き　３月16日（日）午後１時
30分～３時30分（午後１時開場）

○曲　目　「世界に一つだけの花」
「千の風になって」「ディズニーメ
ドレー」など

○入場料　無料
◆早春の文学散歩「吉川英治作品を
横浜の山手、根岸に訪ねる」

○と　き　①３月22日午後１時30分
～４時②29日午前10時～午後３時
いずれも土曜日（全２回）

○ところ　①東地区文化センター②
山手駅～馬の博物館～根岸森林公
園～地蔵王

おう

廟
びょう

～イタリア山庭園
ほか

○内　容　吉川英治著「かんかん虫
は唄う」「忘れ残りの記」を読み、
舞台となった横浜を歩く

○定　員　35人（申込順）
○参加費　無料（博物館入館料100
円と交通費は自己負担）

○持ち物　筆記用具、②は弁当
○申込方法　直接・電話・ファクス
で同センターへ

◆�座間市開発公社臨時・非常勤職員
【公園等維持整備業務】
○募集人数　４人
○業務内容　草刈り、樹木の枝切り、
不法投棄物などの処理

○勤務日時　月曜～金曜日午前８時
30分～午後５時

○賃　金　日額7,262円
【市営自転車駐輪場等管理業務】
○募集人数　２人
○業務内容　市営自転車駐輪場や放
置自転車保管場所の管理など

○勤務日時　月曜～金曜日午前８時
30分～午後４時30分

○賃　金　時給937円程度
【テニスコート管理業務】
○募集人数　１人
○業務内容　ひまわり公園テニスコ
ートの管理業務

○勤務日時　午前８時30分～午後３
時15分または午後３時～９時15分
※４人でのローテーション勤務。
○賃　金　時給869円程度
【共通事項】
○応募資格　健康な普通自動車運転
免許所持者

○勤務期間　４月１日～平成21年３
月31日（再雇用あり）

○選考方法　書類審査、面接、健康
診断

○応募方法　市販の履歴書（写真添
付）に必要事項を記入し、３月７
日（金）までに本人が担当に持参

担当 �座間市開発公社事務局
（管財課内）

�046（252）7801 �046（255）3550
◆臨時清掃作業員（ごみ収集）
○募集人数　４人
○応募資格　体力のある方
○勤務期間　４月１日～平成21年３
月31日

○勤務日時　月曜～金曜日（８時間
勤務）

○賃　金　日額10,018円～10,803円
○選考方法　面接、健康診断
○応募方法　市販の履歴書（写真添
付）に必要事項を記入し、３月10
日（月）までに本人が担当（入谷
１－3081）に持参

担当 清掃課
�046（252）8724 �046（252）7641

◆通園センター「サン・ホープ」管
理員非常勤職員

○募集人数　１人

○業務内容　施錠などの施設管理
○勤務期間　４月１日～平成21年３
月31日

○勤務日時　週３日午前８時30分～
10時、午後７時～８時30分（３時
間勤務）
※12月29日～１月３日を除く。
○勤務場所　通園センター「サン・
ホープ」（東原２－８－１）

○賃　金　市規定による
○選考方法　面接、健康診断
○応募方法　市販の履歴書（写真添
付）に必要事項を記入し、３月14
日（金）までに本人が担当に持参

担当 障害福祉課サン・ホープ
（サニープレイス座間内）

�046（252）7176 �046（252）7043
◆言語聴覚士非常勤職員
○募集人数　１人
○応募資格　言語聴覚士免許所持者
○業務内容　言語聴覚障害児や家族
の相談・指導

○勤務期間　４月１日～平成21年３
月31日

○勤務日時　月曜から金曜日までの
間で４日間午前８時30分～午後５
時15分

○賃　金　市規定による
○応募方法　市販の履歴書（写真添
付）に必要事項を記入し、３月14
日（金）までに担当に郵送（あて
先〒228-8566市役所障害福祉課）
または持参

担当 障害福祉課
�046（252）7132 �046（252）7043

◆特別支援教育補助員
○募集人数　若干名
○業務内容　小・中学校の通常学級
に在籍する発達障害などの配慮を
要する児童・生徒への指導補助

○勤務期間　４月下旬～平成21年３
月31日
※学校の長期休業期間を除く。
○勤務予定日時　週４日程度午前８
時30分～午後３時30分（６時間勤
務）

○賃　金　市規定による
○選考方法　面接（３月24日（月）
実施予定）

○応募方法　市販の履歴書（写真添
付）に必要事項を記入し、３月19
日（水）までに本人が担当に持参

担当 教育指導課
�046（252）8732 �046（252）4311

◇譲ります
学習机、おまる、２槽式洗濯機、ジ
ャングルジム（室内用）、シルバー
カー、ひな人形七段飾り、ベビーベ
ッド、五月節句五段飾り、物干し台、
こいのぼりセット、電子ピアノ、子
ども用自転車（補助輪付き、赤色）
◇希望します
ノートパソコン、子ども用鉄道模型、
婦人用自転車、ＣＤラジカセ、オー
ブンレンジ、ＤＶＤプレイヤー、パ
ソコン、ベビーサークル、ファクス
付き電話機、電動ミシン、一輪車、

ストーブガード（子どもが手などを
やけどしないようにするための物）、
ベビーゲート、ハイ＆ローチェアー、
チャイルドシート、機織り機

○ちびっこ探険学校ヨロン島
▽とき＝３月27日（木）～４月２日
（水）▽ところ＝鹿児島県大島郡与
論町▽内容＝外国籍の小学生と生活
を共にし、友情を深め、国際感覚を
身に付ける。海水浴、洞窟探険や島
の文化体験など▽対象＝小学２年～
６年生（外国籍の小学生も含む）▽
定員＝400人（申込順）▽参加費＝
東京発・着12万4000円▽申込期限＝
３月７日（金）▽問い合わせ・資料
請求先＝�国際青少年研修協会�03
（3359）8421
○早春の山野草展
▽とき＝３月18日（火）、19日（水）
午前10時～午後４時▽ところ＝ハー
モニーホール座間１階ギャラリー▽
内容＝山野草と花木類の鉢物を展示
▽入場＝自由▽問い合わせ先＝�
046（253）6222（鈴木）
○テニス大会参加者募集
▽とき＝３月23日～４月６日毎週日
曜日午前９時～▽ところ＝ひまわり
公園テニスコートほか▽種目＝一般
男子、男子45歳以上、男子55歳以上、
一般女子、女子40歳以上（それぞれ
シングルス）▽競技方法＝トーナメ
ント方式▽対象＝市内在住・在勤・
在学者、市テニス協会員▽参加費＝
2000円▽申込方法＝３月９日（日）
までに参加費を添えて市テニス協会
事務局（ファーストテニスコート内）
へ▽問い合わせ先＝同事務局�046
（256）3891
○緑の家　①常勤②非常勤職員募集
▽業務内容＝障害児・者の支援▽勤
務日時＝①週５日（ローテーション
制）午前８時30分～午後８時②週３
日程度（１日４～６時間程度）▽選
考方法＝面接と作文（３月15日（土）
実施予定）▽賃金＝規定による▽応
募方法＝市販の履歴書（写真添付）
に必要事項を記入し、緑の家まで持
参または郵送（〒228-0004東原1-9-
51）▽問い合わせ先＝NPO法人緑
の家�046（257）3539
○映画「ひめゆり」上映会
▽とき＝３月16日（日）午後２時～、
６時～（２回上映）▽ところ＝ハー
モニーホール座間小ホール▽内容＝
太平洋戦争末期の沖縄戦で、従軍看
護活動に当たった女性たちの証言を
基にしたドキュメンタリー映画▽定
員＝150人▽入場料＝前売り券1000
円、当日券1200円（高校生以下は前
売り、当日ともに500円）▽前売り券
販売所＝ハーモニーホール座間ほか
▽問い合わせ先＝�090（6142）3153
（佐藤）
○厚生労働省「均等・両立推進企業
表彰」企業を募集

▽応募資格＝【均等推進企業部門】
ポジティブ・アクション（女性労働
者の能力発揮を促進するための積極
的な取り組み）に具体的に取り組ん
でいる企業、【ファミリー・フレン
ドリー企業部門】仕事と育児・介護
との両立支援のための取り組みを積
極的に実施している企業▽応募方
法＝神奈川労働局雇用均等室に備え
付けの応募用紙（同局ホームページ
でダウンロード可）に必要事項を記

入し、３月31日（月）までに郵送
（〒231-8434横浜市中区北仲通5-57横
浜第２合同庁舎）・ファクス（�045
（211）7381）で同室へ▽問い合わせ
先＝同室�045（211）7380
○ぴよぴよお楽しみ会～親子で人形
劇を楽しもう！

▽とき＝３月16日（日）午前10時～
11時30分▽ところ＝サニープレイス
座間３階多目的室▽内容＝人形劇、
ペープサート、手遊び▽対象＝未就
園児と家族▽定員＝50組（申込順）
▽参加費＝子ども一人につき100円
（おやつ代含む）▽申込方法＝３月
10日（月）までに電話で�046（252）
0347（豊島）へ
○グループホーム小松原　バザー
▽とき＝３月16日（日）午前10時～
正午▽ところ＝相武台メディカルク
リニック・グループホーム小松原
（小松原1-28-14）▽入場＝自由▽問
い合わせ先＝同ホーム�046（298）
3360（バザー品の募集をしています。
ご家庭などにおいて不用品（古着と
生鮮食品を除く）がありましたらご
提供ください）
○全国農業新聞のご購読を
▽内容＝全国農業会議所が発行する
暮らしと経営に役立つ農業総合専門
紙▽発行日＝毎週金曜日▽購読料＝
月額600円（送料・税込み）▽購読
の申込方法＝電話で市農業委員会事
務局�046（252）7397へ
○農業者年金にご加入を
農業者年金は、農業者が豊かな老

後生活を過ごすことができるよう
に、国民年金（基礎年金）に上乗せ
した公的な年金制度です。▽主な特
徴＝①積立方式②保険料の国庫助成
③税制面で大きな優遇④80歳までの
保証が付いた終身受給▽加入資格＝
60歳未満の国民年金の第一号被保険
者で、年間60日以上農業に従事する
方▽申込・問い合わせ先＝市農業委
員会事務局�046（252）7397

○バドミントンクラブ「エポック」
▽内容＝バドミントンを楽しみ、ス
トレスの解消と健康維持を図る▽と
き＝毎週土曜日午後６時～８時▽と
ころ＝立野台小学校体育館▽会費＝
月額1000円▽連絡先＝�080（5097）
9276（笹森）
○ぴよぴよサークル
▽内容＝親子で楽しむリトミック、
手遊び、パネルシアターなど▽と
き＝毎月１回①午前10時～10時40分
②午前10時50分～11時30分▽とこ
ろ＝サニープレイス座間▽対象＝①
１歳～２歳児と親②３歳～４歳児と
親▽会費＝月額500円（４カ月ごとの
前払い制、入会金500円）▽連絡先＝
�046（266）0600（太田）
○百人一首「鶴

たづ

の会」
▽内容＝ちらし取り（ばらばらに置
いた取り札をみんなで囲み、詠まれ
た札を取り合う）など百人一首を楽
しむ▽とき＝毎月第２・４水曜日午
前10時～正午▽ところ＝市公民館▽
対象＝どなたでも（初心者歓迎）▽
会費＝月額300円▽連絡先＝�046
（253）4691（末光）
○バドミントンクラブ「シルビア」
▽とき＝毎月第１・３月曜日午後１
時30分～４時30分▽ところ＝座間日
産体育館▽会費＝１回500円（体験
は１回700円、入会金1000円）▽連

絡先＝�046（252）8225（原）
○座間クレマチスの会
▽内容＝クレマチスを１年かけて育
てる（４・５月入会者には苗を贈呈）
▽とき＝毎月第１日曜日午前10時～
午後０時30分▽ところ＝市公民館▽
会費＝月額500円▽連絡先＝�046
（255）3860（平井）
○男の料理「さくら会」
▽内容＝みんなで楽しく料理を作る
▽とき＝毎月第２日曜日午前10時～
午後２時▽ところ＝市公民館▽対
象＝男性▽会費＝月額1500円▽連絡
先＝�046（257）0787（阿部）
○ロビンス
▽内容＝ソフトボールを通して会員
同士の親睦と体力づくりを図る▽と
き＝毎月４回いずれも日曜日午前８
時30分～10時30分▽ところ＝新田宿
グラウンドほか▽対象＝30歳から70
歳までの方▽会費＝月額1000円▽連
絡先＝�046（255）4310（丸山）
○東原バドミントンクラブ
▽とき＝毎週土曜日午後７時30分～
10時▽ところ＝東原小学校体育館▽
会費＝男性月額800円、女性月額600
円（いずれも入会金1000円）▽連絡
先＝�046（254）1559（松平）
○着物着付けサークル「よそおい」
▽内容＝普段着から留め袖まで手結
びで着付けを学ぶ▽とき＝毎月２回
火曜日午前10時～正午▽ところ＝青

児童デイサービスの指導訓練業務
受託希望の社会福祉法人を募集

区　分 と　　　き と　こ　ろ 

法　　　　律 

交　通　事　故 
不　動　産  
（取引・契約） 

障　害　児　者 
（身体・知的） 

市　　　　民 

行　　　　政 
（国に対する要望） 

消　費　生　活 
（訪問販売・多重債務など） 

行　政　書　士 
（相続・遺言） 

担当　広聴相談課 �０４６（２５２）８２１８ 

�０４６（２５２）８４９０ 
（電話相談も可） 

毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時30分 

毎月第４木曜日午後１時30分～４時30分 

毎月第３火曜日午後１時30分～４時30分 

毎月第２・第３・第４火曜日午後６時30分～ 
９時、第２・第３水曜日午後１時30分～４時 
30分（予約制（電話可）。３日午前８時30分 
から今月分を受け付け） 

毎週月曜～金曜日午前９時30分～正午と午後１時 
～３時30分 

27日 

今月は第３水曜日午前９時30分～11時30分 19日 

18日 

13日 
21日 

司　法　書　士 
（登記・多重債 
務・少額訴訟） 

奇数月第３金曜日午後１時30分～４時30分 
（予約制（電話可）。３日午前８時30分から 
今月分を受け付け） 

21日 

11日夜 
12日　 
18日夜 
19日　 
25日夜 

3月の相談日 

市役所３階相談室 
※法律・行政書士・司
法書士相談は、いずれ
も定員になり次第、締
め切ります。なお、多
くの方が利用できるよ
うに、司法書士相談は
一人30分以内、法律相
談は年間一人につき１
回（25分以内）とさせ
ていただきます。要点
を整理してご相談くだ
さい。 

高年齢者職業 

駐留軍離職者 

青　少　年 

教　　　　育 

子どもいじめ 
ホットライン 

就　学　相　談 
（障害児対象） 

ひとり親家庭 

児　童　相　談 

毎月第３木曜日午前９時～午後３時 

今月はなし 

毎週月曜～金曜日午前10時～午後４時 

毎週月曜・水曜・金曜日午前９時～午後０時15分と 
午後１時～５時15分 

毎週火曜・金曜日午後１時～５時 
（予約制（電話可）） 

毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時 

毎週月曜～金曜日午前９時30分～11時30分と午後 
１時～３時30分、土曜・日曜日と祝日午前10時～ 
午後３時（予約制（電話可）） 

毎週月曜～金曜日午前８時30分～正午 
午後１時～５時（予約制（電話可）） 

毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時 

人　　　　権 

ドメスティック 
バイオレンス 

毎月第２火曜日午前９時～正午 11日 

27日 市役所５階第７会議室 

市役所１階子育て支援課 

市役所１階子育て支援課 

青少年センター１階 
青少年相談室 

市役所５階 
教育指導課 

市役所５階教育研究所 

市役所３階相談室 

市役所１階障害福祉課 

担当　市民人権課 �０４６（２５２）８０８７ 

担当　教育研究所 �０４６（２５９）２１６４ 

毎週月曜～金曜日午前８時30分～午後８時 �０４６（２５９）２１６４ 
（電話相談のみ） 

担当　教育指導課 �０４６（２５２）８４８３ 

担当　青少年相談室 �０４６（２５６）０９０７ 

担当　子育て支援課 �０４６（２５２）７２０１ 

相談専用電話 
�０４６（２５５）０５００ 

担当　商工観光課 �０４６（２５２）７６０４ 

担当　長寿介護課 �０４６（２５２）７１２７ 

担当　障害福祉課 �０４６（２５２）７１３２ 

今月は第２木曜・第３金曜日午後１時30分
～４時30分（予約制（電話可）。３日午前
８時30分から今月分を受け付け） 

３月に納めていただくのは
▽国民健康保険税（第10期）
※最寄りの市指定金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局、市役所または各
出張所で納めてください。使用料などもお忘れなく。
※毎月第２・第４土曜日午前８時30分から正午まで、市役所において
市税、国民健康保険税の納付窓口を開設しています（３月は８日、22
日）。
※詳しい内容は収納課�046（252）8021へ（国民健康保険税については
国保年金課�046（252）7003へ）。

少年センター▽対象＝女性▽会費＝
月額1000円▽連絡先＝�046（275）
7663（酒井）
○桜風

おうふう

会
▽内容＝書道を学ぶ▽とき＝毎月第
１・３火曜日午後１時～３時▽とこ
ろ＝東地区文化センター▽対象＝ど
なたでも（初心者歓迎）▽会費＝月
額2100円▽連絡先＝�046（253）5551
（服部）
○睦

むつみ

会
▽内容＝和裁全般を学び、ちゃんち
ゃんこ、綿入れはんてん、浴衣など
を作る▽とき＝毎週金曜日午前10時
～正午、午後１時～３時（午前か午
後のいずれか）▽ところ＝東地区文
化センター▽会費＝月額1700円（入
会金500円）▽連絡先＝�046（254）
5434（鈴木）
○ひばりが丘・旭空手道クラブ
▽内容＝健康のため楽しく空手を学
ぶ▽とき＝毎週土曜日午後６時～９
時▽ところ＝旭小学校体育館▽会
費＝月額3000円（入会金3000円）▽
連絡先＝�046（255）7116（福元）
○ジュニア・ソフトテニス教室
▽とき＝毎週日曜日午前９時～11時
▽ところ＝ひまわり公園テニスコー
ト▽対象＝市内在住の小学４～６年
生▽会費＝年額4000円（保険・ボー
ル代など）▽連絡先＝�046（253）
5763（石田）

教育委員会３月定例会

移動図書館ひまわり号巡回日程

障害者スポーツ教室

県障害者スポーツ大会

春の文化財巡り
座間の水源「芹沢」を訪ねる

東地区文化センター
�046（253）0781 �046（253）0789
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中村
なかむら

湊
みなと

ちゃん
H19. 4 .13生まれ　男
東原 5 丁目

小太刀
こ だ ち

素良
そ ら

ちゃん
H19. 1 .12生まれ　女
緑ケ丘 5 丁目

○と　き　３月１２日（水）午後０時３０分～０時５０分 

○ところ　市役所１階市民サロン 

○曲　目　フォーレ作曲「無言歌Op.１７-３」、 

　　　　　プロコフィエフ作曲「ソナタOp.1」 

○演奏者　ピアノ　戸井田実帆さん 

フランスとロシアのハーモニー 

宮内
みやうち

春
はる

奈
な

ちゃん
H19. 1 .21生まれ　女
南栗原 3 丁目

加
か

藤
とう

和
かず

馬
ま

ちゃん
H19. 7 . 8 生まれ　男
小松原 2 丁目

糸
いと

満
みつ

日
ひ

優
ゅう

斗
と

ちゃん
H19. 3 .29生まれ　男
ひばりが丘 1 丁目

小
こ

杉
すぎ

洋
よう

太
た

ちゃん
H19. 6 .28生まれ　男
入谷 4 丁目

軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者に
課税されます。原動機付自転車、小型特殊自動
車、軽自動車、二輪の小型自動車を登録してい
て、廃車・譲渡・盗難などで現在は、それらの
車両を所有していない方や３月中に転出する方
は、３月31日（月）までに次の提出先に届け出
てください。
○車　種①原動機付自転車（排気量125CC以
下）、小型特殊自動車（フォークリフト、農業作業車など）②二輪の
軽自動車（排気量125CC超250CC以下）③二輪の小型自動車（排気量
250CC超）④三輪・四輪の軽自動車（排気量660CC以下）

○廃車届の提出先①市民税課�046（252）8004（ナンバープレート、標識
交付証明書、印を持参してください）②軽自動車協会相模支所（愛甲
郡愛川町中津字桜台4071－33）�046（285）1888③相模自動車検査登録
事務所（愛川町中津字桜台7181）�050（5540）2037④軽自動車検査協
会神奈川事務所相模支所（愛甲郡愛川町中津字桜台4071－5）�046
（284）4550
担当 市民税課 �046（252）8004 �046（255）3550

●飲料用・・・・炭酸飲料、果実飲料、日本茶、ミネラルウオーター、

スポーツ飲料の容器など

●酒類用・・・・日本酒、焼酎、みりんの容器など

●しょうゆ用・・しょうゆの容器など

○容器の中を水洗いして、押し

つぶしてから透明または半透

明袋に入れて出しましょう

○ラベルとキャップは必ず取り

外し、分別しましょう。なお、

プラスチック製品はプラスチ

ック製容器包装の日、金属製

は缶の日に出しましょう

担当 資源推進課

�046（252）7985

�046（252）7616

このマークのついている 
ものだけを出してください 

キャップを外し、 
中を水洗いして 
踏み潰してから 
出してください 

市観光協会では、協会設立記念事業の第３弾として、日産自動車㈱座
間事業所内に約400台保管されている歴代のクラシックカーやレーシン
グカーの特別見学ツアーを開催します。
○と　き　３月26日（水）①午後２時～②午後３時～（いずれも約１時
間程度）

○集合場所　座間中学校東側の第２グラウンド（駐車場あり）①午後1
時30分②午後2時30分
※当日は、集合場所から日産の記念車庫までの間を日産のバスで移動
します。
○募集人数　各50人（多数抽選）
※①②のコースは選べません。

○参加費　一人500円（保険代など）
※同伴の小学生以下は無料。

○申込方法　３月13日（木）までに郵送｛往復はがき１枚に参加者（家族
で参加の場合は１枚、個人参加の場合は一人１枚）の氏名、ふりがな、
学年、住所、電話番号を記入し「記念車庫見学ツアー」と明記｝で〒
228-0027座間2-2887-2市観光協会見学ツアー係へ郵送（当日消印有効）
※個人参加は中学生以上。

○主　催　市観光協会
○共　催　日産自動車㈱座間事業所
※参加者全員に記念品があります。
問い合わせ先　市観光協会　�046（205）6515 �046（205）6516
担当 商工観光課 �046（252）7604 �046（255）3550

市では、これまで障害者の方や母子家
庭の方などから減免申請のあった粗大ご
みについては、収集に伴う手数料（１個
につき粗大ごみ証紙１枚500円）を全て免
除していました。平成20年４月１日から
は、規則改正（座間市廃棄物の減量化、
資源化及び適正処理等に関する条例施行
規則）に伴い、１世帯につき年間５個ま
での免除に変わります。５個を超える粗大ごみについては、通常の手数
料が必要となりますのでご注意ください。
なお、粗大ごみの収集については担当への申し込みが必要です。電話

番号は専用ダイヤル�046（252）7560をご利用ください。
※通常、粗大ごみを出すには粗大ごみ証紙（１枚500円）が必要です。
※粗大ごみ証紙販売店一覧については、市ホームページを覧いただくか
担当にお問い合わせください。
※粗大ごみは、申し込みの際に担当からお知らせした収集日の午前８時
30分までに、氏名を記入した粗大ごみ証紙を品物に張り、回収場所に出
してください。
担当 資源推進課 �046（252）7985 �046（252）7616

出せる物

出す際の注意点
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